
                          

2022 年 4 ⽉ 1 ⽇ 
2022 年度（令和４年度）前期・技能検定受検⼿数料助成に関する募集要項 

 
１．募集概要 

天⽥財団は、わが国の産業及び経済の健全な発展に寄与することを⽬的に「⾦属等の加⼯
業に従事される⽅の⼈材育成と技能向上に有益な資格の取得に対する助成による勤労意欲
のある⽅への就労の⽀援」を公益⽬的事業として実施いたします。 
具体的には、技能に対する社会⼀般の評価を⾼め、働く⼈々の技能と地位の向上を図るこ
とを⽬的に実施されている職業能⼒開発促進法に基づく国家検定制度である「技能検定受
検⼿数料の助成」を⾏います。2022 年度（令和 4 年度）はこの技能検定職種のなかか
ら、⾦属薄板の加⼯及び組⽴てに必要な技能である「⼯場板⾦」及びプレス機械による⾦
属薄板の加⼯に必要な技能である「⾦属プレス加⼯」を対象とします。なお、技能検定及
び⼯場板⾦技能⼠並びに⾦属プレス加⼯技能⼠の詳細につきましては、厚⽣労働省及び中
央職業能⼒開発協会のホームページにてご確認願います。 

 
＊技能検定とは（中央職業能⼒開発協会ホームページより） 
 技能検定は、「働く⼈々の有する技能を⼀定の基準により検定し、国として証明する国家

検定制度」で、技能に対する社会⼀般の評価を⾼め、働く⼈々の技能と地位の向上を図る
ことを⽬的として、職業能⼒開発促進法に基づき実施されています。技能検定は、国（厚
⽣労働省）が定めた実施計画に基づいて、試験問題等の作成については中央職業能⼒開発
協会が、試験の実施については各都道府県がそれぞれ⾏うこととされています。技能検定
の合格者には、厚⽣労働⼤⾂名（特級、1 級、単⼀等級）⼜は都道府県知事（2 級、3
級）の合格証書が交付され、「技能⼠」と称することができます。また、技能検定合格者
には、他の国家試験の受験や資格取得に際して特典が認められる場合があります。 

 
＊企業として従業員に技能検定を受検させるメリット（技能検定受検案内より） 
 ・若い技能者の習熟度を確かめる⽅法として有効である。 
 ・⾼い技能を持つ技能⼠がいることで、製品の⽣産性の向上や品質維持に役⽴つ。 
 ・企業内に能⼒評価制度がなくても、技能検定を活⽤することで代⽤できる。 
 ・技能⼠がいることにより、企業が⾼い技術⼒を持つ証明となり、顧客からの信頼を得   
    られる。 

 
２．助成の⽬的 

職業能⼒開発促進法施⾏令で指定され、都道府県職業能⼒開発協会が実施する技能検定の
職種である「⼯場板⾦」及び「⾦属プレス加⼯」技能検定に係る「受検⼿数料」の受検者本
⼈の経済的な負担軽減を⽬的に助成（寄附）します。 

 
 



                          

３．受検⼿数料助成の概要 
（１） 対象者は、厚⽣労働省が定めた技能検定職種「⼯場板⾦」の特級、１級、２級、3 級、及

び「⾦属プレス加⼯」の特級、１級、２級のいずれかの技能検定受検申請を⾏い、受検⼿
数料を納付、受検番号が記載された試験受検票を受領していることが申請の条件です。 

 
（２） 助成対象者は受検者本⼈（以下個⼈）⼜は受検者を雇⽤している法⼈とします。 
 ① 個⼈とは、学⽣、未就労者、個⼈事業主、フリーランス等 
 ② 法⼈とは、受検者を雇⽤（⼜は在籍）している組織体（会社・企業・学校等） 

※ 受検⼿数料を個⼈が負担している場合、助成⾦はその受検者へ⽀給してください。 
 
（３） 受検⼿数料（学科試験及び実技試験）の実費相当額を助成します。 

実費相当額とは、地⽅公共団体等からの補助⾦⼜は割引制度等を活⽤した場合、その充当
額や割引額を受検⼿数料から差し引いた⾦額です。 
① 個⼈からの申請の場合は申請者名義の⾦融機関⼝座へ振り込みます。 

       ② 法⼈からの申請の場合は受検者の⽒名等を明らかにし、その合計受検料を指定された 
          法⼈名義の⾦融機関⼝座へ振り込みます。但し、同⼀法⼈から助成申請できる⼈数 の
          上限を設定します。 
       ③ 2022 年度（令和 4 年度）は下記の職種・作業を助成の対象とします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

④ 同⼀年度では、特級・1 級・2 級・3 級の各級受検者の総合計 が同⼀法⼈で前期、後期
とも各々10 名以内とします。（年間最⼤ 20 名となります） 

            ※ 同⼀法⼈注から複数の申請（例︓〇〇事業所 5 名申請、その後△△事業所 8 名 
               申請）があった場合、先着を優先（〇〇事業所 5 名）します。 
        同⼀法⼈注に該当するかは、「法⼈番号（国税庁）」で判定します。 
 
（４） 受検⼿数料の助成は同⼀受検者に対して同⼀作業名同⼀等級を 3 回まで助成します。 
       これは受検者本⼈に適⽤しますので、所属先とは無関係です。 
 
（５） 助成⾦総額はその年度ごとに前期と後期で予算として設定し、募集開始時から募集条件 
       を満たした者を先着順で受付し、予算額を超えた時点で終了とします。 

実施 職種名 作業名 級別 

前期 
⼯場板⾦ 

曲げ板⾦作業 １・２・３ 
打出し板⾦作業 １・２・３ 

⾦属プレス加⼯ ⾦属プレス作業 １・２ 

後期 
⼯場板⾦ 

⼯場板⾦ 特級 
機械板⾦作業 １・２・３ 

数値制御ﾀﾚｯﾄﾊﾟﾝﾁﾌﾟﾚｽ板⾦作業 １・２ 
⾦属プレス加⼯ ⾦属プレス加⼯ 特級 



                          

４．申請の事前準備（必ずご⼀読ください） 
申請は全て弊財団の HP にて⾏います。電話・FAX・郵送等では受付いたしません。また、
個別の質問等はメールのみにて受付けます。 

（１） 申請前に準備するツールや環境 
① インターネットに接続可能な PC 

スマートフォン、タブレットは動作保証をしていません。 
ブラウザは、Microsoft Edge ⼜は Google Chrome をご使⽤ください。 

② メールアドレス 
zaidan@amada-f.or.jp との送受信可能なメールアドレスが必要です。 
「zaidan@amada-f.or.jp」には迷惑メール等の設定はしないでください。 

③ PDF ファイルが作れるツール（ソフト） 
申請に必要な全書類は PDF ファイル形式でアップロードしていただきます。 
「紙」の申請書等を PDF ファイルに変換するツールやソフトが必要です。 
コンビニに設置されているマルチコピー機で PDF 変換することも可能です。 
 

（２） 申請に必要な書類（PDF）は以下の 3 点です。 
A︓技能検定受検申請書の表・裏の控え（PDF にしておく） 
B︓受検⼿数料納付の領収書の控え（PDF にしておく） 
C︓試験受検票の控え（PDF にしておく） 

 
（３） 上記 A〜C の書類は⼊⼿出来るタイミングが異なります。 
        ① 都道府県の職業能⼒開発協会より「技能検定受検申請書」を⼊⼿する。 
        ② 必要事項を全て記⼊する。 
       ③ 提出直前の「技能検定受検申請書」を PDF ファイルにして PC に保存する。－A 
        ④ 職業能⼒開発協会へ受検⼿数料を添えて「技能検定受検申請書」を提出する。 
        ⑤ 「技能検定受検申請書」が受理され、「受検⼿数料領収書」が交付される。 
        ⑥ 交付された「受検⼿数料領収書」を PDF ファイルにして PC に保存する。－B 
        ⑦ 職業能⼒開発協会にて受検資格等が確認されたら「試験受検票」が交付される。 
         ※「試験受検票」交付されるまで約 1〜2 ヵ⽉かかります。 
        ⑧ 交付された「試験受検票」を PDF ファイルにして PC に保存する。－C 
 

 
  

必要書類 ⼊⼿できる時期 
A︓技能検定受検申請書の表・裏の PDF 申請時︓4 ⽉ 4 ⽇から 15 ⽇ごろ 
B︓受検⼿数料領収書の PDF 申請時︓4 ⽉ 4 ⽇から 15 ⽇ごろ 
C︓試験受検票（受検番号有）の PDF 申請後︓5 ⽉〜6 ⽉ごろ 



                          

５．申請の⼿順 
（１） 個⼈が申請する場合 

① 必要事項が全て記載された技能検定受検申請書の表・裏（提出直前の状態、写真付き）、
それが受理された後に、受検者へ返送された試験受検票（受検番号等記載済み）と納
付した受検⼿数料の領収書・払込⾦受領証等（個⼈名）を PDF にして準備します。 

② 弊財団 HP から助成申請を⾏います。 
③ 弊財団より、登録されたメールアドレスにアカウントが発⾏されます。 
 （アカウントは当該募集期間のみ有効で締切り後の再使⽤はできません） 
④ 指定された URL にアクセス後、⽒名、⽣年⽉⽇、住所、電話番号、助成⾦振込⼝座等

の必要事項を⼊⼒します。 
⑤ ①の PDF を所定の⼿順でアップロードします。 
⑥ 弊財団より「受付完了メール」を配信します。 
⑦ 後⽇、弊財団より「助成決定通知メール」を配信します。 
⑧ 助成⾦を指定⼝座（申請者の個⼈名に限定）に振り込みます。 
 

（２） 法⼈が申請する場合（会社や法⼈による、とりまとめ申請） 
① 必要事項が全て記載された技能検定受検申請書の表・裏（提出直前の状態、写真付き）、

それが受理された後に、受検者へ返送された試験受検票（受検番号等記載済み）と納
付した受検⼿数料の領収書・払込⾦受領証等を PDF にして準備します。 

② 助成⾦の申請及び⽀給は、あくまで受検者を雇⽤している法⼈等に限定します。従っ
て、雇⽤実態が無く、申請業務のみを代⾏して取りまとめている団体等は、本助成を
申請することはできません。 

③ その法⼈を代表して申請を⾏う者（経理⼜は⼈事担当が望ましい）をあらかじめ選任
してください。（申請者の受検の有無や役職は問いません） 

④ 弊財団 HP に代表者が弊財団 HP にて助成申請者として登録します。 
⑤ 弊財団より、登録されたメールアドレスにアカウントが発⾏されます。 
 （アカウントは当該募集期間のみ有効で締切り後の再使⽤はできません） 
⑥ 指定された URL にアクセス後、⽒名、⽣年⽉⽇、住所、電話番号、助成⾦振込⼝座等

の必要事項を⼊⼒します。 
⑦ ①の PDF を所定の⼿順でアップロードします。 
⑧ 弊財団より「受付完了メール」を配信します。 
⑨ 後⽇、弊財団より「助成決定通知メール」を配信します。 
⑩ 助成⾦を指定⼝座（申請した法⼈名に限定）に振り込みます。 
 

（３） 申請者の本⼈及び納付した受検⼿数料の確認について 
弊財団は、申請直前の技能検定受検申請書（A3、試験票写真付き）の表・裏の PDF と、
申請後に受検者へ返送された受検番号が記載された試験受検票及び納付された受検⼿数
料を証明する領収書・払込⾦受領証・内訳書等の PDF を照合することで受検者本⼈の受



                          

検資格の確定と、納付された受検⼿数料の⾦額の確認を⾏います。従って、申請書記載
に不備や⽭盾があった場合は、助成⾦申請を受け付けません。受検申請書に受検⼿数料
が明記されている場合は、受検票の交付で受検⼿数料が納付されたと判断して、領収書
等は不要とします。 

 
６．助成内容とその成果の公表について 

公益財団は助成した対象者、内容等の公表及び助成対象者からその成果についての報告を
得る義務があります。本助成に関しては、助成した受検⼿数料の件数と⾦額及び受検結果
（合格者数）を等級ごとに数値としてのみ公表、個⼈名は公表しません。 

 
７．受検⼿数料の助成⾦の給付を受けたが、受検できなかった場合について 

弊財団は、技能検定受検申請書・試験受検票をもとに予算の範囲内で、無審査で、先着順
に助成⾦を交付します。これは ひとりでも多くの⼈に技能検定を受検していただき、国家
検定である技能⼠育成とそれによる就労⽀援を⽬的としています。従って、受検結果であ
る「合・否」は問いませんが、必ず受検結果の報告（Web ⼊⼒）をお願いします。受検結
果を報告されない場合は、それ以降、個⼈で申請した場合はその受検者本⼈、法⼈で申請
した場合はその法⼈に対してペナルティとして翌年度以降の申請を受け付けないものとし
ます。但し、病気・出産・事故・コロナ等のやむを得ない理由で受検できなかった場合は、
その旨を⼊⼒していただければ、ペナルティ対象から除外します。 

 
８．2022 年度（令和４年度）・前期技能検定受検⼿数料助成先は以下のように募集します 
（１） 助成⾦予算額 ︓ 3,500,000 円（使い切り）、１法⼈ 10 名以内 
（２） 申請受付期間 ︓ 2022 年 4 ⽉ 1 ⽇（開始）〜2022 年 8 ⽉ 31 ⽇（⼜は予算終了時） 
（３） 助成⾦振込⽇ ︓ 5 ⽉末、6 ⽉末、7 ⽉末、8 ⽉末、9 ⽉末の 5 回を予定 
（４） 受検結果報告 ︓ 2022 年 10 ⽉ 1 ⽇（合否発表⽇翌⽇）〜10 ⽉ 15 ⽇ 
 
９．助成⾦の経理及び税務処理について 

給付した助成⾦の経理及び税務処理については、弊財団は⼀切関与いたしませんので、適
切に対応をお願いします 

（１） 個⼈の場合︓ ⼀時所得となります。詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。 
 （通常、⼀時所得は合計が 50 万円以下であれば無税です。） 

（２） 法⼈の場合︓ 補助⾦等として経理上及び税務上の処理が必要となる場合があります。 
 
 
 
 
 
 



                          

10．助成⾦の返⾦について 
新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌により技能検定試験が中⽌となり、受検⼿数料が職業
能⼒開発協会から申請者に返⾦される場合があるようです。（詳しくは各都道府県にお問合
せ願います）その返⾦前に弊財団から受検⼿数料助成⾦を受け取られている場合は、弊財
団の助成⾦を返⾦願います。弊財団では試験が中⽌となり受検⼿数料が返⾦されたかの確
認をすることは出来ませんが、仮に返⾦されない場合は助成⾦の不正受給となりますので
くれぐれもご注意願います。 
 
返⾦される場合は、予め弊財団事務局にご連絡いただき、下記⼝座に返⾦願います。 
なお、振込⼿数料は弊財団が負担しますので、それを減じた⾦額をお振込み願います。 

 
 みずほ銀⾏ 新宿⻄⼝⽀店（店番号︓353） 
 普通⼝座  No. 1258800 
 名義    ザイ）アマダザイダン 

 
 

以上 


